
秘密の保持と個人情報の保護について 

                                

（１）ご利用者およびご家族の方に関する秘密の保持について 

  ① 事業所は、ご利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」および厚生労働省が策定した「医療・介護関係事

業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を尊守し、適切な取り扱いに努めるものとします。    

   

  ② 事業所およびその従業員は、サービス提供をする上で知り得たご利用者様およびそのご家族の方の秘密を正

当な理由なく、第三者に漏らしません。    

  ③ この秘密を保持する義務は、契約終了後も継続します。 

  ④ 事業所は、従業員業務上知り得たご利用者様又はご家族の方の秘密を保持させるため、従業員である期間

および従業員でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業員との雇用契約の内容に含む

ものとします。 

   

   

                                

（２） 

個人情報の保護について 

  ① 事業所は、ご利用者様から予め文書で同意を得ない限り、ご利用者様の個人情報を用いません。又、ご利用

者様のご家族に関する個人情報についても同様とします。    

  ② 事業所は、ご利用者様およびご家族の方に関する個人情報が含まれる記録物については、善良な管理者の

注意をもって管理し、又、処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。    

   

  ③ 事業所が管理する情報については、ご利用者様の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、

情報の訂正・追加・削除をを求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的にの達成に必要な範囲で訂

正等を行うものとします。なお、開示に際して複写料等が必要な場合はご利用者様の負担となります。 

   

   

   

 


